
総務課は何でも屋の縁の

下の力持ちです！

『声のラン』～声の「花」を咲かせましょう！

広報ちとせ３月号 　15

　総務課の仕事と一言でいえ

ば、何でも屋さんです。仕事の

内容はいろいろと多岐にわたり

ます。おもな内容は、儀式、褒

章や表彰に関すること、市制や

ほかの市町村との行政区域に関

すること、法律にもとづく市長

の事務引継ぎに関すること、市

長印の管理に関することがあり

ます。ほかにも、議会、行政委

員会との連絡調整に関するこ

と、本庁舎の管理に関すること、

他の部課に属さない事項に関す

ることなど幅広い業務を行って

います。

　昨年は、開庁以来、市役所に

初めて天皇陛下をお迎えしまし

た。お迎えにあたり道庁をはじ

め、各関係機関と事前に調整を

重ねるなど、緊張の日が続きま

した。こうした努力の甲斐があ

り、当日は無事にお迎えするこ

とができました。

　現在の本庁舎は、完成以来、

36 年が経過し、老朽化が進ん

でいます。設備の修繕などがた

くさんありますが、建物の維持

管理に力を注いでいます。

　総務課職員は、縁の下の力持

ちとして、力を尽くしています。

【お問い合わせは】

総 務 係　 (24)０１０９

法 制 係　 (24)０１２９

文書統計係　 (24)０１３７

車両管理係　 (24)０１４３
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「いまさら、なかなか聞けない

わ」ということはありませんか？

小さなことでも、正しく理解し

ていただくために、「イマハナ」コーナ

ーでは、皆さんのささやかな疑問にお答

えします。
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共有する財産は分けて税金

をかけられないの？

【詳細】税務課土地係 (24)０１６２

　　　　　　　家屋係 (24)０１６８

　土地や家屋が共有名義になっているとき

は、法律で共有者全員が連帯した納税義務

者になります。連帯した納税義務とは持分

に対してのみ支払いの義務を負うものでは

なく、共有者の各々が全額について支払う

義務を負うものです。このため、共有資産

は持分ごとに別々に課税することはなく、

全体に対して課税することになります。

　なお、納税通知書が送付される代表者の

変更を希望するときは、税務課にご連絡く

ださい。

《
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代
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性
》

◎ 総務課 ［本庁舎２階］

「大型ごみ」は40リットル用

の指定ごみ袋に入りきらない

大きさの廃棄物です。地区ご

とに月１回収集しています。

収集日は市民カレンダーなど

で確認してください。

名　　称 電話番号

㈱クリーン開発 24-7787

協業組合カンセイ 23-1712

㈲協成ワーク 27-7244

㈲沢田産業 26-0154

北海道建設サービス㈱ 27-8088

㈱エヌ・ケーエン
ジニアリング

42-1585

㈲イワオ 23-3868

市内収集運搬事業所


